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自治体計画におけるガバナンスと情報

—市町村地域幅祉計画を事例に一

旋 見玲f

丼要約

地域佃祉；；1両は総合件，策定段陪ての住民参加， 自治体の裁星の度合いが禍いという 3つの特

徴をもつ計1剌て. 2000年に社会福祉法で規定され， 2003年に施行された。本稿では福祉分野の

分野別総合計画である地域伽祉叶画に着目し， 白治体ごとにとのようにバリエーションをもつの

か．その要囚は佃かについて．計画論とガバナンス論と組織経済学の調整問題を組み合わせなが

ら分析を行った。その結果，アクターの複数化，アクター間の関係の水平化， というガバナンス

の状況ての計画について，以↑の 2点が明らかになった。第 1に地域伽祉計画は，その総合性の

もつ内在的な矛盾から地域袖祉計両が求められる機能のうち，優先順位・課題設定型，優先順

位・執行管理型，需要の顕在化と整理・課題設定刑，需要の顕在化と柩押・執行管理型の 4つの

どれかの機能に特化する。こうした計画の類刑は，計画過程における現場レベルてのアクター間

の情報交換が十分てあるかどうか．情報効率性が高いかどうか，庁内の合意形成の結果システム

の脆弱性か高いか低いかに影縛をうけるということてある。第 2に，計画そのものが施策の実行

において果たす機能と計画過程は，関連があるのてある。これらを神奈川県大和市，横祖賀市，

藤沢市．海老名市の事例研究により実証した。

キーワード：市町村地域佃祉計画，ガバナンス，情報．調賂
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1. はじめに—問題の所在

あう体制を実現する」 (1)という文脈で，地域を軸

に施策を展開することが強調されている。こうし

た動きは福祉への多様なニーズや制疫の狭間にあ

って分野別のサービスでは対応できない問題が生

じてぎたことが背景にある。幅祉行政が行政だけ

ではない地域のさまざまなアクターまでも含むガ

1980年代後半以降の福祉行政はサービス供給 バナンスの状況において展開されるなかで，自治

主体の「分権化」「民営化」「多元化」へ向かって 休ごとになぜ多様性をもつのかを明らかにすると

おり，地方分権改革の進展，介護保険制度の導入， いう視点は，意図せさる自治体間格差を生まない

「措置」から「契約」へという社会福祉基礎構造

改革を経て，その傾向はますます強まっている。

改革の結果，杖礎自治体やその住民の自己決定権

を拡大させ，「福祉の政治化」（武智 2001: 76) 

を導くと想定でき，福祉水準の自治体格差を生じ

させるだろう。近年では幅祉分野に限らずさまざ

まな政策分野において地域社会と行政の協働によ

る問題解決のあり方への関心が閻まっている。と

くに幅祉政策においては，「地域社会で支援を求

めている者に住民か気づき，住民相互で支援活動

を行う等の地域住民のつながりを再構築し，文え

ためにも重要である。

本稿は，社会伽祉基礎構造改革後，社会幅祉法

に書き込まれた地域福祉計画に焦点を当て， 自治

体ごとにどのようにバリエーションをもつのか，

その要因とは何かについて分析する。地域福祉は，

戦後公的な佃祉サービスがその時々のニーズに応

じて分野ごとに整備され質，量ともに拡大してき

た歴史的経綺もあり，注目度も低く，国による縛

りが相対的にかなり少ない領域であり，ガバナン

ス論とも親和性が高い（右田 2005他）。地域福

祉の展開のあり方は， 自治体の裁贔に任されてい
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る。したがって行政が行政内の調整だけではなく， 執行という刊連のフ゜ロセスを分析することでit画

地域から資椋調逹を図り，調整する「罷取り」の 論に貞献てきる。地域幅祉計幽と類似した性質を

仕方によって，自治体によってその水準に大きく もつ分野別基本計画に関する包括的な研究として

差が出ると考えられる。 ~t画策定というのは，政

策形成の最初の段階に行われるものであり後の政

策を規定していく一種の規範的機能をもつ。こう

した地域福祉計血における計画策定過程，計画，

計画の執行という一述のプロセスをガバナンスと

分野別叶両という分析視角から事例研究を行い，

l::.記の間いに対して答えることが本稿の目的であ

る。

なぜ高齢者，障害名等の計画てはなく地域伽祉

計画を扱っているのかについては，以 Fの2つの

理由がある。第 1に，地域幅祉計両は措置制度か

ら利用制度へという戦後の社会福祉制度の人転換

てある社会福祉基礎構造改革を経て，初めて仏定

化された福祉の叶画であるのにもかかわらず，行

政学的な観点からの研究はいまだなされていない。

第 2に，福祉国家の再編と関辿して地域福祉の註

画を見ることに慈義がある。欧米等の佃祉国家

研究において近年「新しい社会的リスク (new

social risk)」という概念か議論されている（た

とえば近年ては Bonoli2005)。これは脱工＿業社

会への移行によって4じた経済的社会的変動によ

り，人々が人生の各段惜で直面するようになった

リスク (Taylor-Gooby2004 : 2-3) と定義され，

労働市場への女性の大量参人による仕小と労働の

両立や，スキルの低い人々の低貨金労働，キャリ

ァ形成の多様化に対応しない小十分な社会保障範

囲といったリスクを指す。このようなリスクの普

逼化と個別化，同時に財政資源の制約が強まりの

なかで福祉国家の再編が課題となるが，そこでは

所得保節に対する社会サービスの比重が高まり

（宮本 2009: 46), その供給体制そのものの見直

しがなされるようになる。 H本においても 1990

年代以降の福祉改革，すなわち介護保険制度の導

入や，社会福祉枯礎構造改革は「新しいリスク」

への対応のための転換とも理解でき，社会幅祉払

で明文化された地域福祉は今後，地方自治体の佃

祉行政において比重を増していくと考えられる。

本研究の意義は以下の 3点に1約できる。第 1

に，先行研究の計画論において扱われてない計両

を立てる際の地域社会のアクターとの関係21を重

視し，また計画の策足過程から計画，その計画の
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打越 (2004)が存在する。この研究では自治体事

業部局内のヨコ割りセクションは縦割りに分割す

る専門性と，横断的に政策を統合しようとする視

角の接点になりうる（打越 2004: 65) としてそ

のメカニズムを明らかにしているものの，行政機

構の外部については，内部の関係を流動化させる

ための役割をもった存在としてのみ位置づけてい

るため，地域福祉叶L前のような外部のアクター，

とくに地域の住民組織などを考慮にいれなけれは

ならない計両の分析には f-・分ではない。また，福

祉計画に閃しては地方日治体での多様性の説明

として都道府県の指針の詳細度と市の機構の専門

化度の度合いで説明した研究（広本 1997)がある

が， 自治体の属性による説明のため．計画過程の

多様性が註両の多様性に反映されていない。田辺

(1997)ては老人（呆他福祉計画の策定過程や計伸I

の特徴つけを行っているが，計画の内容と策定過

程の関迎づけのみを行っており，いすれも十分と

はし、えなし、0

第 2に，ガバナンス論への貞献である。ガバナ

ンス論はさまざまな誠曲が存在するが，この概念

を使って実~iF的な研究を行っているものは少ない。

それは，ガバナンス論は「今までよりも広い範皿

をみる」 (Pierre and Peters 2000 : 32) ことに

その第 1の意義があるからだと考えられるが，実

際の実証研究に応用でぎるように従米の行政管理

などの概念と接続する試みは意義がある。現在の

政治学のt流てある新制度論では制度の選択の結

果や，制度の自律的発展・変化を十分に説明でき

ていないという側面があるが，ガバナンスを公的

制度が外部環境と密接につながり， l「統化の圧力

に応答するプロセスと即解をすると，ガバナンス

を構成する諸要素と制度の発展・度化と関連づけ

ることがで誉，従属笈数として制度を説明 (Pe-

ters 2008 : 15)できる可能性が生じる。

第3に，地方自治休の行政過程に注Hすること

による地域幅祉計画研究への貞献である。社会伽

祉学の地域福祉計画の研究は多数あるものの，単

ー事例研究が多く，また地域福祉計画の意義や評

価方法など地域伽祉実践のツールとして焦点が当

てられているため，分析視角を自治体の外に岡<



ものが多い。；；十画と叶画過程を含めたその背後に

ある市依との因果閃係についての理論的な検討が

必要なのではないだろうか。

本稿では以下地域福祉計画の概要と計画論にお

ける位置づけを検討しながら，ガバナンスという

視点をもち込み，地域幅祉叶両の~t画策定過程，

計画，その進行管理についての分析枠組みを構築

する。 4自治体の 6叶画過程をおもな事例に， ヒ

アリングと資料』社に基づく事例研究に見づいて

分析を行い，得られた知見から他分野への応用可

能性を小す。

2. 分析枠糾みの設定

2. 1. 地域福祉計画の概要

地域佃祉計両(3)は2000年に制定された社会幅

祉法第 4条に書き込まれた「地域福祉の推進」を

各地域において具休化するものとして位闘づけら

れており．第 107条の市町村地域幅祉計画と第

108条の都道府県地域幅祉支投計画からなり．

2003年の 4月に施行された。

以下の 3点の特徴をもつ。第 1に，総合性すな

わち，包括性，残余性が高い計画であるといえる。

この総合化は社会幅祉内部の分野別計画の総合化

に加え．礼会佃祉と医瓶保健その他関係分野

との連携．公と民の協働(4)を含む。第 2に，策定

段陪での仕民参加を求めている。地域福祉計画は

その総合性・包括性から．既仔の地域幅祉サービ

スの資源をどのようにh効活用するかという視点

も車要であり．どのように使うかという決定の間

題を含んでいることから，住民参加を必要として

いる。第 3に，国や都道府県の関与規定もなく，

裁畠の度合いが恥いため地方白治体の姿勢が間わ

れる叶血てある。 I吊生労働大臣による基本指針に

基づき計画を定めることになっていた老人保他伽

祉叶両や介護保険事業計画のように，計両に盛り

込まれるべき事項が詳細に決まっていない。

2,2. 計両論の検討と地域福祉計画の位閥づけ

H治体計画の観点から地域幅祉計画はどのよう

に位樅づけることができるのだろうか。計画とは

投稿論文

「未来の複数または継続的な人間行動について，

一定の連閃性のある行動系列を提案する活動」

（西尾 1990: 196) と定義がなされている。計画

t体か個人であれば，不確実な状況下における現

状の外部環境を認識し，木来を予測し目標を確認

し，現状から予想される未来の予測と H標とのす

れを埋め行動を修正する， という意思決定と優先

順位づけという機能がある。計画主体が集団てあ

れば，計画過程のなかの各段附がすべて個々人の

合意の集合になるため，計画をWてるために調整

が必要になり，同時にその後の調整のために計血

を作るということにもなる。計画による調柏は社

会の多元的利益の調整であり，政治過程そのもの

である（内尾 1990: 205)。叶画主体，計画の客

体すなわち計画の対依になっている人間の行動に

影響を与え，コントロールするという調賂のため

に行うという機能がある。

自治体計画の分類として先行研究（打越 2003)

では既存の「所管体系」を超えた休系の有無（払

本一実施）と全庁的な計l向か部分的な計画かの軸

てに分していた。本船では計画の機能に着廿をし，

以下の 2軸で分類を考える。第 1に，地域の行政

活動を整合的に統合する丁段としての機能（打越

2004 : 11), 優先順位づけの機能，現状の認定と

潜在的行政需要の顕在化という機能という軸であ

る。第 2に課題設定，政策立案，政栄決定，政策

執行，政策評価といった政策のライフサイクルの

なかのどこに位骰するのかという観点からの，課

題設定と執行・竹理という機能という軸である。

地域伽祉計両の策定指針には「地域福祉計画は

既存計画を内包し，かつ，その他の地域の生活課

題にも対応する」と書かれており，また総合性・

包括性を求められていることからもわかるように，

地域似祉叶両は福祉分野の総合計両だと考えるこ

とがでぎる。枯本構想，禁本註画，実施計画の三

丹構造をもつ自治体総合計画の一般的な問題点と

して，個別の行政計両のはとんとが国の各省庁が

所管する個別法で義務づけられており，個別の行

政計画に甚づいて予算が組まれ，事務事業が展開

されるため，総合計両があっても実際の自治体

行政が縦割りに分断されがちであった（大森

2002 : 12) という点を指摘できる。総合計両には

行政の必要量の棚卸しと順位づけという， 2つの

矛盾する要請が内在する。分野別総合；；t画として
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図1 機能からみた計画の分類 法律（権限），金銭資源，人的資源の 4つに分けた

優先順位づけ

課題設定 総合計画の基本
構想・ 基本計画

需要の顕在化と整坪 1 とき(51この 4つは以下のように分類することがで

政策分野別基本計画 きる。第 1に行政が内的に調逹し，限りがある資

源としての金銭資源や人的資源と，外的に調逹すー ることがてき減らない賓V泉である法律（権限），

総合計画の実施計1訓 長期事業計画 ‘情報という分類である。第 2に目標を逹成するた

執行・管理 個別の事業計囲

出所） 打越 (2003)を参考に筆者作成。

位置づけられる地域佃祉計幽も，図 1で示される

ようなすべての機能を担うのは本来難しい。した

がって「理念型」としての地域伽祉計画と「個

別」の地域幅祉計画が想定しうる。つまり，地域

福祉計画の理念型に近づくには，計画のもつ 4つ

の機能をどれだけ取り込めているのか， というこ

とになるが，実際のところどこかの機能に特化せ

めに社会からの反発をうけやすい（＝主題におけ

る制約性が強い(61) 人的資源や法律（権限）と，反

発を受けにくい（＝主題における制約性が弱い）

金銭的資源や情報資源という分類である。したが

ってガバナンスの想定される状況である，資源が

絶対的に不足している状況において「節約」や

「効率」という観点からは， コントロールの手法

として情報資源が選択されやすいと考えられるの

である。

2.3.2. 情報資源に着Hした謁整問題

ざるをえない状況になっていると考えられる。そ さて． 、ルクロムと ロハーツ (PaulMilgrom 

れでは．どのような特化の{l方があるのだろうか。 and John Roberts)に依拠しながら情報資源と

2.3. ガバナンスと調整

2,3, 1, 情報資源への注H

地域福祉計画の策定フ゜ロセスは，第 1に行政に

よる庁内調整，第 2に平行して地域のアクター

（地域の福祉関係者， 自治会，民生委員児童委員

協議会， NPO等）の意見を聞くという 2種類の

凋棺が存在する。ここで求められる行政のコーデ

ィネート（調整）能力は，ガバナンス論では「舵

取り」「条件整備」といわれるものであり，地域

伽祉~t画はそのプロセス自体がガバナンス論の想

定している状況と親和性が高い。

繭見 (2009: 133-134)ては，ガバナンス概念

を取り込んだ際の叶画の調整の態様の変化として

以ドの 2点を指摘した。第 1に，地域福祉計画の

ようなガバナンスの状況での叶両の調整は，紅思

決定の階梯を減らし，水ヽ仔的なコミュニケーショ

ンをとる必要があり，経済学でいう「均衡」に近

い「了解」といったあり方になるということであ

る。第 2に， このような「均衡」的な調整のあり

方においては，行政以外の主体へのコントロール

の力法は直接的な強制としてのコントロールより

は間接的なコントロールが行われること，そして

その手汰は情報資源によるものが中心となると考

えられるということである。後者に関して説明を

補足すると，フッドによる政策執行の道具を情報，
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調整問題の関係を考えてみる (Milgrom and 

Roberts 1992 = 1997 : 94-132)。組織の経済｝らで

は調整問題は資源配分問題すなわち一定星の資

源をさまざまな用途に配分する問屈だと捉えるこ

とがでぎる。こうした資源配分間題はデザイン屈

性とイノベーション屈件という 2つの属性をもつ。

イノベーション屈性をもった調整問題は未経験の

事業すなわち組織の現場の人たちに入手でぎな

い情報に最適な資源配分が依存する場合である。

いっぽう，デザイン屈性をもった調整問題は弟 1

に，最適解．すなわち各変数をどのように結びつ

けるべきかについての多くの先験的情報が仔在し．

第 2に，仝体のパターンのわすかな特定化の誤り

に比べて，疫数同十を止しく結びつけないことに

よる損害が大きい， といった種類の間題71である。

おもにシンクロナイズ問題と割当問題がある。前

者は各アクターが1「確に同じタイミングで同じ市

を行うことが，決定的に甫要なために調整を行わ

なければならない間迎であり，後者は逹成すべき

任務が 1つ以上あり，任務それぞれに 1人または

1つのグループを割り当てる必要がある問題であ

る。割当問題における調整を解決する H的は各人

もしくはグループの努力が無駄に重複しないよう，

しかも各任務が確実に実行されることを保証する

ことである1810

地域佃祉計画は既存の分野別計画の総合化とい



う特徴がある。その叶画過程，計画．進行管理が

現在の外部環境，分野別計画の資源虻分を認識．

つまり先験的情報の認識に基づき，人的• 財源・

アジェンダといった将来の資源配分を決定し実現

するものだとすると，行政と行政を取り巻く地域

社会のおもな福祉アクターの間で，割当問題が処

理される過程と考えることができる。したがって，

地域福祉計画がどの機能に特化しているかという

のは，割当間題がどのようなシステムにより処理

されているのかという間題だと刑解できる。

さて，意思決定を行ううえで間報の収集，整理，

蓄積分析，そして伝達に要する費用は重要だと

考えられる。 Milgrom and Roberts (1992 = 
1997 : 100)では，上記の割当問題を始めとする

謁整問題について異なるシステムがどれだけうま

く解決するかを比較する某準として以―卜の 3点を

指摘している。弟 1に，すべての情報が正確に無

費用で処理された場合，システムが効率的な決定

が行えるか， という情報効率件の基準である。第

2に， 目的を逹成するためのコミュニケーション

等の伯報伝逹贔である。情報伝逹量は意思決定の

システムが中央集権的か，分権的かで大きく異な

り，中央集権的なほうが，必要とする情報伝逹贔

は多くなる。第 3に，必要な情報の不足や情報が

不止確な場合どのくらいシステムの性能が悪化す

るかという脆弱性である。

情報効率性叫こついてはデザイン属性を伴う場

合，デザイン疫数を伝逹することで高まる。つま

り，デザイン窒数を集権的に設定することで訳り

のコストを減らすだけではなく，最適な決定を識

別するために必要な情報伝逹や探索の量を削減で

ぎる。ある社会から霊要が生じ枯報の入力が行わ

れ，それに対して行政が施策，事業という形で対

応するという出力があるというモデルを考えると

する。叶画における優先順位づけや課題設定とい

う機能と，需要の顕在化と整理と執行管理という

機能をある意思決定を現場（各部局）のレベル

に委ねる（＝分権化された調整）か，それともよ

り上位の主体で決定され，現場（各部局）に伝え

られるのか（＝集権化された調賂）という軸でみる

と，集権と分権については程度問題であり意思決

定のどの部分を集権化するかが問題となる。完全

に分権的な意思決定を行うと，それらの調整が行

われす個々の主体はばらはらに動く。つまり調整
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図2 計画の機能と調整の集権と分権

課題設定

執行・管理

優先順位づけ 需要の顕在化と整理 I

8 
~01 

出所） 筆者1午成。

とはデザイン度数をどのくらい集権的に決めるか

という問題ともいえる。図 2のとおりである。

以上のシステム間の比較の某準を行政と行政を

取り巻く地域社会のおもな福祉アクターの間て，

割当問題が処理される過程であると考えられる地

域幅祉計画の類型を比較する基準として応用する

と，以下の 3つの独立した命題を導くことができ

る。

第 1に．上記の情報贔という観点から，現場レ

ベルでのアクター間の情報交換が十分であればあ

るほど，デザイン度数， この場合施策の方向性や

優先順位だけを設定すればよいので，課題設定・

優先順位づけ型に近づきやすい。情報交換が十分

であるというのは， h十画策定の段階でアクターの

認識の部分への情報の埋め込みと情報の発信者と

受け「の相h作用が存在する場合である。すなわ

ち情報がアクターの H標逹成の際の価値と認識さ

れ，通常の意思決定方法と互換性があり，理解可

能である場合に梢報は受け手の意思決定に坤

め込まれ，発信者の意思決定ヘフィードバック

(Fung, Graham and Weil 2007 : 51-105)がな

された状態であるといえる。

第2に，情報効率性が高い場合も同様にデザイ

ン度数だけを設定すればよいので，課題設定・優

先順杓づけ別に近づきやすい。梢報効率が高いと

いうのは以下の 2点から判断できる。まず，共通

の認識を持つ組織成員間の伝逹は，対▽する認識

をもつ人々のコミュニケーションよりも使用され

る頻度が高い。次にコミュニケーション経路が特

定の目的のために多用されるかどうかである。こ

うしたチャネルの使用は自己強化的という特徴を

もつ。すなわちある経路が特定の日的のために多

用される場合，同時に他の目的のためにも使用さ

れる傾向があるということである（田辺 2002:

195)。
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第 3に． システムの脆弱性について， これは事

前の策定フ゜ロセスにおいて強いと考えられるほど，

執行竹理型に近づきやすい。具体的には行政内の

地域福祉推進への韮盤が固いほど．計画が執行さ

れるようにスケジューリングをしっかりすると考

えられる。以下，上述の 3点に某づいて事例研究

をする際の具体的な分析枠組みを構築する。

2.4. 分析枠組み―＃画過程ー計画一計画の進

行管理と評価体制

地域佃祉計画の策定フ゜ロセスは一般に，行政に

よる庁内調枯による施策の総合化，洗い出しと並

行してさまさまな地域のアクター（地域の福祉関

係者や自治会，民生委員児紅委員協議会や NPO

など）の意見の集約を行い，これらを叶血に落と

し込んでい<. という作業が行われる。

2.4.1. 計画の分類

第 1に．優先順位づけと需要の蜘在化・整理の

どちらのタイフ゜かどうかは以下の内容で総合的に

判断することができる。まず．多くのn治体で叶

画を作る際にはおおむね，事前のアンケート調在

なとを経て．行政謡要．ニーズの整理を行う。ア

ンケート調脊の結果やパブリックコメントの意見

などをそのまま載せている自治体というのは，需

要の顕在化と整理に力点を骰いていると考えられ

る。一方．優先課題を明確化したり．地域ごとの

特性を把握して，それに応じて屯点目椋・ 施策を

決めたり，叶画の目標値を定めたり，財政の央づ

けをつけたり，と施策と資源のリンクがなされて

いる自治体は優先順位づけを行っていると考えら

れる。

第2に，課題設定か執行管理型かについては，

執行管理型の自治体は叶画案に施策実行の主体と

年度別の実施計両が書き込まれている．総合計画

との連携度（たとえば総合計画の目標値とリンク

しているか），地区別計画がある，地域椙祉活動

計画との関係が明確（計画内容同士の関述性をも

たせてあるか．計画年度をそろえているか，等），

また地域課距の役割分担の明確化，すなわち地域

の役割を明記しているといった特徴があると考え

られる。

以卜2つの軸より，地域福祉iit画がどの部分に

特化するのか，ということについて優先順位・課

題設定型，優先順位・執行管坪刑，需要の顕在化
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と整刑・課題設定邸，需要の顕在化と整理・執行

管理型の 4つに分類ができる。

2.4.2. 計画の進行管理評価体制の枠組み

地域福祉計画の評価方法は，先行研究において

バランス・スコアカード等を用いたものなど，実

験的な試みが報告されているが，いまだ統一的な

評価方法は定まっていないのが現状である。しか

し，計画のなかでの評価についての位佃づけは叶

画が実際にどのように機能しているのかについて

判断する手がかりになるのではないかと考えられ

る。

まず，策定した計画の周知を誰に対してどこま

で行っているのか， という点てある。これは，

HPで全部公開しているのか，概要版だけでも自

治会・地区礼会侃祉協議会（以ド木稿では地区社

協）が配布しているのか，公共施設においている

のか，等が考えられる。これは巾民に対しで情報

をどこまで伝えているのか，ということである。

また，進行管理評価のあり方も計画の一部だと考

えられるため，進行管理評価の上体を審議会だっ

たり，地域の住民であったりと明確に位置づけて

いるのか，スケジューリングを書きこんでいるの

か，予算をつけているのか， という点も考察する。

地域佃祉計画の目的は地域伽祉の推進（社会佃祉

法第 4条）てあり，計画のなかでの位置づけに加

え，実際の計両に基づいた地域福祉活動の内容を

加味して，計1向を活用の有無と地域福祉の推進の

有無の関係を判断することがてきる。

2.4.3. 計画過程の枠糾み

最後に計画過程の枠組みである。第 1に，前提

条件として 2.3.2.の第 2の条件でふれたコミュ

ニケーション経路に関して，地域と行政の，また

地域内の情報交換の経路についてである。地域を

区切る福祉圏域の設定の仕方は自治体ごとに多椋

であるが，地域福祉の担い手というのは既仔の地

区組織の役員と重なっている場合が多く，地区社

協や連合自治会や民生委員児童委員協議会ブロッ

クの区割りが一致すればするほど，その経路は多

用されるために情報効率性が高まると考えられる。

第 2に，計画策定過程の条件においては以下の

ことが考えられる。まず，地域福祉の課題抽出に

おける巾民参加の方法である。アンケート調在を

行っている，組織別ヒアリングや市民への出張説

明会などを行っている，外部の検討委員に市民委



図3 政策手段としての情報の下位類型

操作性

誘導・説得高ヴィジョン

限定 ◄ ．― ► 一般的
（コントロール対象集団）

助言 低 PR 

出所） 田辺 (1993: 12) より抜粋。

員の入れ方，地区懇談会やワークショップを行っ

ているなど，行政が一般市民， もしくは地区社協

などの組織に対して，できるだけ網羅的な巻き込

みを行いかつ，双方的なコミュニケーションがで

きているほうが，発信者への意思決定のフィード

バックがなされ，現場レベルでのアクター間の情

報交換と調整が進む。また共通の認識をもつと思

われるので佑報効率性も贔まると考えられる。図

3のように，組織別のヒアリングや出張説明会を

行うと操作性は晶まると考えられる。

第 3に，行政内の計画の策定体制である。

2.3.2. で触れたシステムの脆弱性に関するもので

あるが，行政内の調整・合意形成がぎちんと1」わ
れているほと，システムが強く地域伽祉推進の基

盤は強いと考えられる。これは地域福祉の推進と

は逆説的ではあるが，具体的には行政内の調整の

範囲すなわち福祉部局以外の関係課を多く含めて

いる，社会幅祉協議会との連携が強い，また調整

の方法が閃係者を—•同に集める会議形式をとって

いるほうが，担当諜が照会していく慣行を行うよ

り共通の課題設定，合麻形成までに時間がかかっ

ており，應思決定システムとしては脆弱性が高い

と朽えられる。

以上をまとめると 3節での事例研究において地

域福祉；；十画の類型を説明する五十画策定過程につい

ての以ドの枠組みができ上がる。

〈計画策定過程ー計画〉

(1) 現場レベルでのアクター間の情報交換が十

分であればあるほど課題設定・優先順位づけ. . . . 
刑に近づきやすい。この判断基準は課題抽出. . . . . . . . . . . 
における市民参加の方法（網趾tt)てある。

(2) 梢報効率性が高い場合，課題設定・優先順
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に近づぎやすい。この場合の判断某準は計画. . . . . . . . . 
策定プロセスにおいて行政内の策定体制（調. . . . . . . . . . . . 
枯の範囲，方法，社協との連携）てある。

〈計画ー計画の進行管理評価〉

(4) 叶画の評価体制の明確性と実際のその後の

地域福祉の推進状況で，計血を使った地域佃

祉の推進の打無を判断する。

この枠組みに沿って以下第 3節以降で事例研究

を行う。

｛もr&->

3. 事例研究

3. 1. 事例の選定と研究方法

実際に事例研究で扱う計画は，大和市地域佃祉

叶画（第 1次），大和市地域保健福祉計画（第 2

次），よこすか地域福祉計画（第 1次），よこすか

地域伽祉it画（第 2次），藤沢T!J地域福祉計両

（第 1次），面老名市地域福祉計画（第 1次＋地区

別計画），の 4市6計画(IO)である。これらの自治

体は同一県内Ill)で，筆者の I:::アリング調介が可能

な範囲内で，事前の HPの調在等により，叶画に

一般に違いをりえると朽えられる社会経済状況を

統制しながら，課題抽出における市民参加の方法，

福祉圏域の設定の方法，課題抽出におけるアプロ

ーチの力法，行政内の策定体制等分析枠組みを構

成する要索がばらついている自治体を選んでい

る(12)。いすれの自治体も比較的早い 2003年の施

行直後の段階で第 1次計画の策定を行っていると

いう共通点をもつ。

調育力法(13)は2006年 8~9月とその経過を追う

ために行った 2008年 8月に行った聴ぎ取り，賓

料調在および，部分的な参り観察である。この調

有結果を 2,4.で提小した分析枠組みにおける項

目をまとめていくかたちで各自治体の概要を説明

したうえで，第 1に計画過程と計両の関係，第 2

に，計画がとう機能しているのか，その条件と計

血過程の関係の 2つに分けて分析する。

位づけ割に近づきやすい。この場合の判断枯. . . . . . . . . . 
準は地域を区切るt畠祉展域の設定の方法と， 3.2. 事 例(14). . . . . . . . . . . . . . . . 
課題抽出におけるアプローチの力法である。

(3) システムの脆弱性が低いほど，執行管理邸

3.2.1. 基本的情報15)

まず始めに 4つの自治休の甚本的な地域特性と
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項 H

地域特性

大和市

表 1 基本的情報

藤沢市 而ど名di 横須賀市

都心から 40km隊内の人口 40万人弧東京か大和市の隣に接している 人口約 42万人の中核市

神奈川原のほぼ中央に位 ら約 50km, 交通に大変 自治体て，今回比較した で，人口の急激な増減は

置し，横浜，町田，相模 恵まれており， i丁宅地も 4つの自治体の中では市 ないのにもかかわらず，

原，藤沢，海老名，座間，多く学園文化都市でもあ 令体の高齢化率がもっと 柑帯数が増えているとい

綾瀬の各市に隣接する人 るため，地域の活動が非 も低く人口も 12万人秤 う特徴がある。

い約 22月人の自治体て 常に盛んな地域である。 度てあるか，小さい中で また高齢化率が 17%と

ある。東京へ 1時間弱， ＇ の地域弟か非常に大ぎい。比較的高く，世帯ごとの

横浜へは 20分で行くこ 廿からの農村地帯てあり構成人員か減っており，

とができる位置にあり典 五軒組（いわゆる隣組） 高齢者と若い人の 1人翡

型的なベッドタウンてあ も残っている地域か存在らしか増えている。山か

る。 するーカで，駅前周辺で 多く丘陵で東内に分かれ

新興マンション群が存在 ており，地域特性の違い

する地域もあり，高齢化 か大きいため，山地には

率も地域によってさまざ 高齢者か圧倒的に多くな

まてある。 ってしまうこと，東西の

地域活動がもともと盛ん

な地域で．その活動の 8

割が高齢者関係て残りか

結ひつけ方，埋立地の新

興仕宅地ての新住民と旧

住民が混在している地区

での対立の解梢という地

域課題が牛じている。

自治会の数は 472, 老人 1 自治会は 59存在，神奈 地lメ社協か 17地区吊位

クラブは 178, 自主防災 川県内て唯一地区社協が に設置され， 10の公民

組織は 439存在してし 組織されていない巾であ 館なとの行政区域， 自治

防犯，＋育て関係てある 人口 3万人程度を目安に ったが，現在は，地域自 会は 8-2000世帯まてに

自治会数か 164, 辿合自 巾民センターや公民館を 治会への働ぎかけにより 規模は分かれるものの

治会が 13, 地区t-l協， 設置してきており， 30 地に社協の立ちLげに努 360存在する。福祉圏域

地区民生委員児巫委員協 年はと前にこれらを拠点 めている。 は地区社協単位の 17で

議会は 11ブロックで組 とする 13地区に地区組 福祉隊域は自治会を横断 ある。

地 織されており，ーカて学織なとの単位がすべて統 した市内 5ブロックてあ

福祉区組梱織域の・ 習センクー（公民館）は 一されている。幅祉圏域 り，総合計画は 10地域，

設定の什方 5カ所，コミュニティセ については， 13地区の 中学校区・占少年健令育

ンターは小学校区の数フ゜ 中の藤沢地区を東西て分 成連絡協議会は 6地域，

ラス 1で20カ所存在し けた 14地ドを単位とし 小学校区は 13地域，消

ている。福祉圏域を地区 ており，地区社協も同じ 防団は 15分団など，活

社協単位の 11地区に設 14地区を弔位に組織率 動ごとに区域の分け方が

定することは第 1次計画 100%てある。

の段陪から決まってし

出所）各自治体ヒアリング記録より筆者作成(16)。

2.4. の分析枠組み (2)に関係する地区組織，福祉

周域の設定の仕方をまとめると表 1のとおりであ

る。

3.2.2. 計画過程

大和市第 1次計画は幅祉総務課の福祉政策担当

を中心に 2001年 9月から 2003年 12月に策定さ

れた。巾の第 7次総合計両のなかの部門計画とし

て保健伽祉計画が先に作られており，差別化を図
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異なっており，地域ごと

の一貫したネットワーク

作りが困難な状況てある。

NPOは 18の登録がある

か認知度は低し、0

るために住民参加を重視することにしたわけであ

る。計画策定体制は 2001, 2002年度の 1年半で

地域住民，福祉関係諸団体の意見集約，庁内調整

を2003年の 5月以降というスケジューリングの

もと，保健福祉部の専門職，担当職員で構成され

る保健幅祉サービス調整チーム，課長補佐・チー

フ級職員で構成される地域幅祉計画検討会議，部

長・課長級職員による保健幅祉総合施策検討委員



会という 3つの内部検討組織と外部検討組織とし

て，福祉・医療関係者や公募市民 2名を含めた全

14名の「大和市保健福祉サービス推進委員会」

を設置し， 2年間で 10回の検討を行った。行政

の調整の範囲は保健福祉部内 4課（幅祉紛務課，

医旅健康課，児童育成課，閻齢介護課）のみで，

各6回ずつ行った。課題抽出の方法は， 350人規

模の地域幅祉のシンポジウム，アンケート調蒼

（有効回答 356票），のべ 35人の NPO, 老人クラ

ブ連合会，身体障害児者連合会に対するヒアリン

グ，そして 11地区社協に対する地区の意見を聴

く会というワークショップてある。これは共通課

題と地区課題について話し合う集まりで，報告会

も含め令部で 4回のべ 503人の参加があった。最

後にパブリックコメントを行っている。策定過程

のなかで社会福祉協議会との連携は行っていない。

大和市第 2次計画は 2005年度の 1年間で見直

しが行われ，既存の保健幅祉叶血との統合が目指

された。第 1次計両と違うのは人きく 3点で，第

1に，策定体制は内部の検討組織から部課長級の

投稿論文

が中心になり，全 13回の話し合いが行われた。

斤内調賂は担当課が関係課に照会していく慣行で

あり，特別な横断的組織を作ってはいない『。課

題抽出の方法はのべ 63回，約 3450人， 847件の

地区社協を通じた地域のニーズの把据， 2003年

の夏から秋に行った，関係幅祉諸団体のヒアリン

グ（社会幅祉協議会 4回，障害施設の施設長との

意見交換会 1回，地域福祉検討部会傍聴者意見交

換会 1回）と，出張出前トーク先ての意見交換，

パブリックコメント (6人， 40件）である。横須

賀市では巾社協による地域幅祉活動計画が 2003

年 3月に先行して作られていたこともあり，社協

との述携はかなり密接てあった。

横須賀市第 2次計画は第 1次計画内に見直し規

定を設けていたため， 2006年度 1年間で策定さ

れている。第 1次計両との相違点は計画策定体制

が外部の検討組織の人数が 10人， 1年間で 7回

の検討になったこと以外は庁内調整も含め前回と

同様である。課題抽出は 1424人の市民アンケー

ト (LaJ答率 61.9%) と，地区社協 2地区に 1時間

検討会議が消え， 2層になったものの，外部の検 すつヒアリング，そしてパブリックコメント (14

討組絨は前回と同様の「大和市保健福祉サービス 件）を行ったのみである。

推進委員会」（年 4回）に加え， 11地区社協によ 藤沢巾第 1次計血は幅祉推進課t介3名を中心

る地域福祉計画進行管理検討委員会が設置された。 に2002-ff. 4月から 2004年 3月にかけて策定され

現在は地区社協に加え，市社会福祉協議会，地域 た。計画策定体制は，課長級で構成される検討委

包括支援センター， NPO等も構成員に加わって 員会 (26名， 5回），補佐・主壺レベル策定専門

いる。第 2に，庁内調杷の範囲が広がり，障害佃 部会 (29名， 8回），それより下の作業部会 (12

祉課，ル活援護課と市社会福祉協議会が加わった。 名， 8回）の 3層構造て，外部の地域福祉計画策

第3に，課題抽出が少し省略され，アンケートは 定委員会は公募市民 2名，保健福祉推進総合委員

甚本計画策定時の市民意識調府を使い， ヒアリン 会（審議会）のメンバー，福祉・自治会関係者ら

グを行わす，第 1次計両に基づいて行われている， 21名て構成され， 2002年 11月から計 9回検討を

2004年度から 2カ年の地区戦略シートと地域伽 行っている。庁内調整の範囲は，作業部会レベル

祉叶両管理検討委員会をワークショップに附き換 では幅祉健康部 7課（保健所と生活福祉課を除

えており地区礼協を通じた地域へのアプローチが く）と行政総務課，企画課，市民自治推進課，生

なされている。

横須賀市第 1次計画は 2002年 10月から 2004

年 2月にかけて純康幅祉総務課の職員を中心に策

定された。策定時の市長が横須賀巾は福祉のフロ

ントランナーでいるべぎだという自覚が強かった

ため， 2003年度中に策定しなければいけないと

いう認識が行政内で共有されていたようである。

計画策定体制は外部組織として，公勢委員 2人の

他に学識経験者，施設関係者，礼協関係者等を含

む計 11名で，社会幅祉審議会のなかの検討部会

涯学習課，市社会福祉協議会であり．それ以上の

集まりでは財政課，男女共同参画課，環境管理課，

産業振興課，勤労市民課，建設調整課．都市計両

諜住宅諜士木計血課，誼路交通安全課，病院

総務諜消防総務課，教育総務課．学校教育課．

青少年課社会福祉協議会の事務局長や社会福祉

法人の所長などかなりの広範囲にわたる。横須賀

市と同様活動計画が先行していたために，社協

との関係は密接であった。課題抽出の方法は

1976人，回収率 78.6%のアンケート調有，民生
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委員児童委員協議会・ボランティア ・NPO・fl

治会組織福祉部・研究グルーフ゜への出張説明会，

電「会議室 (1カ月半開催， 163発言），シンポジ

ウム 2回とパブリックコメントである。

而老名市第 1次nt画は 2002年 6月から 2004年

11月まで，地区別計画は 2006年 4月から 2007

年の 4月まで，幅祉総務課似祉政策相当 2名を中

心に行っている。計画策定体制は庁内組織(18)が 1

層の策心部会（係長級），外部組織が巾職員を含

む公募 23名からなる市民会議 (15回）．公勢市

民 3名と有識者，福祉関係名からなる計画策定委

員会 (9回）が行われている。庁内調整の範囲は

福祉 5課・幅祉事務所長・市民活動課・防災課・

化涯学習課社会教育担当・社協事務局K・業務担

当である。計画策定の当初は市長のイニシアチブ

が発揮され，上位計画である総合計画とのすり合

わせに注意を払ったようである。社会福祉協議会

との関係は藤沢市や横須賀市と同様の狸由により

密接であった。課題抽出の方法としては 1410人，

回収率 47.4%のアンケート調杏と市民会議と地

区別計画の策定である。 2006年度の地区別計両

では 5地区より 6名の委員を選定した。これは自

治会役員などの有識者 2名，地区民生委員 3名・

社協職員 1名から構成される地区別策定委員会

(7~8回）である。＜わえて，地区別委員会から

2名ずつ代表者を選出して行われた全体会議によ

るとりまとめ (3回），パブリックコメント (186

件，地区別 49件）である。市民会議の導入のき

っかけは上屑部のイニシアチプによるものであっ

たか，意見集約の難しさ，活動の小活発さ，参加

者属性の偏り，策定部会（行政サイド）との関係な

と問題点は多かったようである。

次に計画の内容について記述する。

3.2.3. 計画の内容

計画の内容については，表 2のとおりである。

図4 各事例の分布

優先）順位づけ

課題設定 1藤沢

需要の顕在化と整理

海老名①地区別

需要の再構成があり．優先課題が明確化され，地

域特性の把握や日標設定が明確て財政の裏づけか

あれは，優先順位づけ刑（図 2の左側），課距の役

割分担が明確で，総合計画との連携度が強く，地

区叶画や年度別実施計画が存在し，地域福祉活動

計画の連携がさはど明確ではなけれは執行管理型

（図 2のド側）になると考えられる。

叶画の類型は表 2より優先順位・課題設定型，

優先順位・執行管狸型，需要の顕在化と整理・課

題設定型，‘晶要の顕在化と整理・執行管狸刑 4つ

の分類がてき， 4市6叶画は後述の図 4のように

人まかに位岡づけることができた。

3.2.4. 計画の進行管理と評価

進行管理についての叶両における位置づけは表

3のとおりてある。周知を丁寧に行い，進行管即

の体制，スケジューリングを明確に位岡づけ，地

域福祉の推進f算がつき，地域什民による泊動評

価があるほうが計画に基づいた進行管即が行われ

やすいと考えると，計両の進行管理が比較的明確

に位置づけられているのは大和市と横須賀市であ

り，藤沢市と面老名市はそうではないと考えられ

る。ただし，実際の活動内容をみると一番活動量

が多いと考えられるのは横須賀市であり，現在の

政策担当者は計両のプロセスよりも地域資~泉を活

性化するように組み替えていく作業自体のはうが

重要と考え，県の行っている地域伽祉コーディネ

ータ事業や，福祉専門職の支所虻置等を検討して

いるとのことであった。

3.3. 分析

3.2. での事例研究に枯づいて分析を行う。図 4

はそれぞれの自治体の叶画の本分析枠組み」一の位

附づけを示している。

3.3.1. 計画策定過程ー計画

2.4. て述べた枠組み (1)(2)について，他の 3つ

の自治体と違い，藤沢市においては地域福祉の福

祉麿域と行政の地域振興施策の区割が一致してお

り，地域のネットワークをflりやすい状態になっ

ている。また，大和市では，藤沢市のように区割

は一致していないものの，初期のネ品祉計画の段階

から伽祉圏域を地区社協の 11ブロックて行くこ

とを明確にしていた。一方で，而老名市は地域の大和③

執行・管理 1 大和①

出所） 準者作成。

横須賀①横須賀② 単位という発想はとくになく 1191, 横須賀市は地区

礼協の単位を福祉圏域にすることは決定していた
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表 2 計画の内容

項目 大和市 I 藤沢iii 而老名巾 横須賀巾

叶画年度
2004 -2008 (1次）

2有明00確1 ~ 2 008 2製00 5 -20 0 9 

2004-2008 (1次）

2006-2011 (2次） 2007 -2011 (2次）
―/―  

'rlt要の再構 有
無

成 ＇
- I 

I I 

⇒地域福祉の普及と対象 i

優先課趙の 明確（地区別計血，戦略 別相談機能と地域におけ
弱い（力向付のみ） やや弱い

明確化 シートの存在） る相談機能の充実・情報

共fl,連携の充実といっ

た課題の絞込み

地域特性の
明確 現状程度 現状程度 細かし、

把握

無 (1次）

I佃目標設定
有：計画全休の目標，ボ

無 無
ランティア登録数と地域

＇ I 
伽祉の什組みの存在の認

知率

財政の裏付，無 無 無 I佃‘‘‘‘ 

分'"''叶l血：！地域の祁分を取り'"して
包含刑 卜位

地域の部分に関する基本
との関係 し、る (1次）

計画
上位計画

＇自助・公助・共助と各地

課題の役割
域アクターの役割はかな

打（自助・公助・共助） 市と巾礼協の役割たけ明
り明確 (1次） あまり明確ではない。地

分担の明確
くわえて市の具体的部門 域の役割は明確

たたし，行政と福祉関係 確（半分程度の施策の主

化
別計画とのつなかりも明

組織の役割分相か不明確体か11協）

品 (2次）

記辿無 (1次） 市の基本計画との明確な

総合社血,+-Iいン一ク』山成呆II株と り"総合叶l山,2020の 弟 3次総合計曲後期基人 リンク（まちづくり政策
の連携度 (2次の） リ ド位計画 計仙lと連携

の目標）

年度別丈施 し 1年ごとの見直しシステ I 
年度ごとのスケジュール。

いつからやるのかが明確
計画 ム。「地区戦略診断シー無 無

であり．評価がしやすい
ト」による進行管坪

体制

地域幅祉活
連携 (1次） 辿携・先行して策定済 連携・先行して策定済 迎携・先行して策定済

動註両との
事務局協働 (2次） (2003年度） (2002年度） (2003年度）

関係

有： 11地ドの戦略シー 有：地域の現状と課題・

ト。地区資掠データ，主， 地区の福祉資掠・市民・

地区別註伸l
な幅祉のイベント活動， 無（地区訊動の現状を細 ！福祉組織・行政の役割分 1

の有無
課題，戦略の内容，役割 かく書くくらい） 担を明確化。各地域の現無

分担，チャレンジ中業， 状の取り組みを当てはめ

協）J体制の整備（地区社 るかたち（ただし 2006

協叶訓のようなもの） 年度）

汗） 大和市と横須賀市において (1次） (2次）の区別がなければ共通てある。

出所） 各自治体ヒアリング記録より予者作成。
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表 3 計画の進行管理と評価

周項知IIIt:: 三::I: 三三；`二は画〉／ニヘ`
程度(2次） ウム (150名弱の参加者）

を開催
I 

• 各地区社協の計画進行
推進組織は計画策定委員

管理委員会-POCA
会を推進委員会に度えて

サイクルに枯づく地区 1

＇位置づけ。年 3-4回は

戦略シートの活用 ， 
と。次期委員会への提言

，. "十画進行管坪検詞委員'
をまとめる形。 2006年

体制（進行 度 2007年度て災古時

管坪の js_I 

体）

進行管郎の

スケ‘‘ゾュー

リング i 

活動l村容

予算の有無

会（年 2回） NP04 

名，地域包括 5名，地
要援設名支援と成年後見

lメ代表 11名，巾礼協，
制度の利J-1-j促進の 2テー

4名，行政 2名 I 
マについて提言。その本

・保健伽祉サービス推進
質か地域福祉計画て重点

委員会＿計両全体の！
課題とされている 4つで

1あり，第 2次計画へつな
見直し

：けている

第3者機関による 4年後 i

I佃の見直しシステム

地区戦略シートの日標事 モデル巾業を選定(2004

業を行っている。（サロ 年度 5地区），地域の活

ン活動など，既存の活動 動を支援。県との共催て

も多いため，新規事業か 1地域伽祉コーディネータ

トがってこないという問＇事業， 1地区 10り円。

題点が生じた） 14地区でさまさまな取

り組み

i地域伽祉計画推進＊業費

2006年度からは実籟報
から 140り円地域福祉関

係の事業へ。愛の輪福祉
告とともに，補助金申詰：

I基金(12{紅円相当規模）
か可能に。 1地区 2万

5000円
の利＋を緑り入れ。たた

lし2007年度からは一般

財源

tit品審の検討部会（各分

科会 6名＋学識 1名の叶

7名）＋「よこすか伽ネ11

計画上ては，委員会形式 の輪巾民会議」での福柑

の評価体制を作る予定て 計1曲の進捗状況を 2006

あったか末実行 り度から施策別に評価し，

無

事業結果量，中業効果品

を決算のための資料を作

成

非常に明確

「よこすか幅祉の輪市民

会議」についての議論も

，少し行われている。横須

賀市において存在するさ

まざまな組織間の連携が

必ずしもスムーズではな

地区別rit曲の策定. 3地 いために，相りにやりと

区て地区社協を設立 りかてきるような場が必

要たということ．地域伽

祉のポイントは「仕民か

自ら課題を見つけ解決す

ることにある」がヒアリ

ングで明らかになったた

め作られた（現在 3期

目）

自治会館の立替関係に関

して地域福祉活動支援事

業として 1地区 300万円

を補助，巾民協働課との

調整により巾財政より支

/1¥ 

「地域福祉特区事業」

1地［メー 10万円

三二よ"'"fド尺二~：員かとくになし
評価

出所） 予者作成。

t叫11:の輪市民会議て行う
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ものの， 2006年時の聴き取り調杏では調整に手
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執行管理型の日治体は周知も丁寧に行い，進行

間取っていることを且にした。これは，藤沢市で 管理の体制，スケジュールも明確に行っている一

はコミュニケーション経路に関して，地域と行政 方で，課題設定刑の自治体は不十分であるといえ

の，また地域内の梢報交換の経路が多川されてい るが，藤沢市のように優先順位づけが十分に行わ

ることを意味し，伯報効率竹が高いために，優先 れている自治体は，進行管理を明確に位辟づけな

順位づけ刑になっているといえる。同様に，課題 くても地域福祉活動自体は動くのである。実際に

抽出の方法も，組織別，一般市民と網羅的に行い， 計画そのものが施策の実行において果たす機能と

同時にワークショッフ゜や出張説明会など双方的な

コミュニケーションを行っているのは，藤沢市と

大和市であり現場レベルのアクター間の情報交換

が相対的に,.分であり，情報効率性が高いと名え

られる。横須賀市は組織別ヒアリングに重点をお

き，油老名市は市民公蒻をやっているものの規模

が小さかったり課姪が多かったり，組織別に対し

ては十分とはいえない。以上から藤沢巾と大和市

は図 4の左側に位骰し，洵老名市と横須賀市は右

側に位置し，分析枠組みと巾例は整合的てある。

また， 3つ目の枠組みである，行政との調撒の

範囲について，藤沢市と而老名市では福祉部門以

外の関係課，たとえば生涯学習，市民活動等の課

が斤内調賂に参加しており，分野横断的な調整が

なされている。社会福祉協議会もメンバーに人っ

ており，範皿が広い分調整の脆弱性は高いと考え

られる。一方で，横須賀市や大和巾は担当諜によ

る照会方式の連携か，横断的な調整を行っていて

もその範囲が福祉部局だけて，社会幅祉協議会と

叶画過程は関連があるといえるのである。

砂絨―-

4. 結論

本稿では，福祉分野の分野別総合計画である地

域佃祉tt画に着目し，計画論と組織経済学の調整

問題を組み合わせながら，計画過程における情報

の機能に着目した。地域幅祉計画は，その総合性

のもつ内在的な矛盾から地域佃祉計画が求められ

る機能のうち 4つのどれかの機能に特化するが，

こうした計画の類刑は計画過程における現場レベ

ルでのアクター間の情報交換， f青報効率性，庁内

の合意形成の結果システムの脆弱性が閻いか低い

かに影評を受けること，叶画そのものが施策の実

行において果たす機能と；；I両過程は関連があるこ

とを事例研究より明らかにした。つまり，担当部

の関わりがあっても凋賂過程には参加していない 局はガバナンスの計画を策定するうえでどのよう

ために脆弱件は低いと名えられる ~01。したがって， な註画をたて，どのように地域で計画を機能させ

大和市と横須賀市は図 4の卜1則に位置し，分析枠 るのか，その結果に影讐を与える情報賓掠とその

糾みと事例は整合的である。

3.3.2. 計画ー計画の進行管理評価

計画策定後の地域佃祉の推進状況については，

横須賀市が計画を名目に 100人委員会を設立し活

発な活動を行い，大和市は地区戦略シートに基づ

いて定期的に見直し，事業を行っているものの，

最近は新規事業が学がってこない傾向があるとい

う問題点を抱える。藤沢市はすでに地域福祉のネ

ットワークはでぎ上がっているとの自負から叶画

の目標と軟合的なコーディネータ事業に力を入れ，

第 2次計画の策定時には権利擁護・成年後見制度

の検証・方向性の検証と災害時要援護者対応の充

実に特化した見直しを行う予定であり，油老名市

は計画を当初策定したのみであったが，計血をも

とに地区社協の設立が始まったばかりである。

機能のさせ方について明確に意識をする必要があ

る。

また，分野別の餘合計両において片内調根が当

該計画分野以外で広範囲になった場合，凋整コス

トが高くシステムという点では脆弱で計画におけ

る執行管狸の書き込みが十分にしにくい，という

ことは総合計画のもつ矛盾と同様の課題を抱えて

いるといえる。地域福祉の理想形は，地域におけ

る福祉を扱うことであり，それは，高齢者の家の

電球を取り換えることまでも含む可能性があるが，

そうした牛活全般を支える施策のためにはどのよ

うな斤内調整を行うことができるのだろうか。

本稿で扱った横須賀市と同様の中核市である愛

知県の慨田市ては教育分野の分野別総合計画であ

る，「教育行政計画」が存在する。これは，豊HJ
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市は市長部局に子どもr1政を一元化して行う子と

も部を設闘しており，通常ならは教育委員会の市

務分掌である幼児教育を市長部局の子とも部が袖

助執行で行っているために，教育行政全般につい

て複数の部局で連携・調整を行うために教育分野

の総合叶血を策定したのである。この計画は，惰

者の枠組みであれば貞ん中あたりに位置するが，

計両過程との連関性において整合的である。

残された課題として，今回は 4自治体のみの市

例研究であったが，他の地域福祉計画へ適用が可

能な枠組みかどうかを粕緻に検証する必要がある。

さらに，巾例研究で地域福祉に関して分野別の所

管体系になっている福祉部門の連携を図るとぎに，

専門職との連携が進んでいる自治休とそうてない

自治体があることが明らかになった。人和市は弟

2次計画になって生活保護との連携がなされ，藤

沢市は非常に多くの課が斤内調整に入っているの

にもかかわらず，牛活保護や保他所の職員が調賂

に参加していない。一方で，洵老名市では伽祉総

務課内に生活保護担当がいるため，生活保護のケ

ースワーカーとの連携はしやすいものの保他師と

はしにくい，事例研究では取り上げなかったもの

の，千艇県柏市では，人事の関係で保健師や生話

保護との連携がとりやすいといった多様性が存打

する。こうしたバリエーションがなぜ出現するか

を明らかにすることは今後の自治体の幅祉行政の

多様性を見ていくうえで重要になっていくだろう。
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［注］

(1) 「これからの地域伽祉のあり力に関する研究

会」 (2008年 3月）の報告書「地域における新

たな支え合いを求めて一ー住民と行政の協働に

よる新しい幅祉」より抜粋。

(2) 藤村 (1992: 233) ては， 自治休福祉政染の

実施構造を分析する際に「!'I治休」という言葉

の指す領域として自治休の行政部局という行為

主体と i'l治体の所在する空間的範域という複眼

的なパースペクティブを用いないと幅祉関連施

策の令休像を捉えられないと述べている。

(3) 詳細は武川 (2005) なと参照。

(4) 利用者へのサービス提供における市業者と行

政の協働という側面だけてはなく，巾町村社会

幅祉協議会との地域福祉活動；；十両における協働

も含む。

(5) Hood (1983)の議論を検吋した牧／泉 (1991)

を人輻に参照。 Hood(1983) ては情報ネット

ワーク上の位附 (nodality), 法的権威 (au-

thority), 資金 (treasure), 組織 (organiza-

tion)の4つに分類していた。

(6) Hood (1983: 141-152), 牧原 (1991: 98), 

曽我 (1999: 88-93)参照。

(7) ここてのデザインとは，部分!nl七の噛み合い

の仕方が予測可能なため，効率的な組合せをあ

らかじめ定めたい範間のなかから探すことがて

きる問題を指す一般的な用語てある (Milgrom

and Roberts 1992 = 1997 : 97)。

(8) Milgrom and Roberts (1992 = 1997 : 98) 

ては，救急車の配車システムが例に殆げられて

し、る。

(9) Milgrom and Roberts (1992 = 1997 : 108) 

ではデザイン属性の条付を外した段階のハーヴ

ィッツの規4による情報伝迂量の定義，情報効

率件定理等詳しく鮒説してあるが，ここては紙

輻の関係から省略する。デザイン変数の仏逹と

は割‘り問題すなわち救急中のn叶1システムの

例ては，救急車の運転手はどんな状況のために

とんな場所へM時に到着すべきか仏連するとい

うことてある。

(10) 横須賀市と大和市で第 1次；；1画と第 2次計両

を扱っているのは，計画の改定により策定形態

に変‘化があるかを判断するためてある。藤沢巾

は改訂作染をする直前のヒアリングになったた

め，第 2次計両を作るときの方針のみを聞いた。

Ill) 都道府県の支援計画や地域幅祉；；l両に対する



文投体制を統制するために同県内から市例を

選定した。

(12) 巾例選択・研究の方法についてはGerring

(2007)なとを参照。事例の数から厳密ではな

いが，独立笈数のばらつきに留意しながら t；例

を選釈した。

(13) 本市例研究は日治体のヒアリング調査に甚づ

いている。 1回Hの調介は 2006年に行った。

横姐賀市傭康福祉総務課 8月31日（木）， 9月

15日（金）各 2時間すつ，人和巾佃祉総務課 9

月4日（月） 4時間半，藤沢市福祉推進課 9月

22 II (金） 1時間干，栂老名市福祉総務課 9月

29 II (金） 2時間てある。 2回日の調育は 2008

年に行った。大和市伽祉総務課 8月 13日（水）

14時から 2時間半，海老名市幅祉総務課 8月

15日（金） 14間から 2貼間，藤沢市保健幅祉

課8月 18日（月） 14時から 2時間半，横須賀

巾健康伽祉総務課， 8月 19日（火） 14時から

2時間。その他，本論文中ては事例として取り

上けてはいないが， 2008年4月から 10月まて

「槃県柏市の第 2次地域他康福祉；；f両，巾民懇

話会への参加における観察か本稿の分析に影隈

を与えている。

(14) 事例の記述は本稿ては紙l船の閃係卜観察しう

る翡よだけを冗に記載している。

(15) 大和市，藤沢巾に閃しては 2009年の数値て

ある。

(16) 而老名市の具体的な取組みとして 2009年 6

月現在ては， 3地lメで地区礼協が設立されてい

る。福祉をやっている日治会サークルの石板を

かけなおしたり，小学校にふれあい連絡会なと

を同様にしたりして活動の允実を図った。各地

区の文化センター・自治会館の建て替え補助と

地区社協の設立をリンクさせバーターを工夫し

ているようである。

(17) 横須賀市においては，最近まて，基本計血を

除き，計画の策定スタイルとして，庁内横断組

轍というのはあまり使われていなかったようて

ある（横姐賀市担当者ヒアリングより）。

(18) 中間素案の確定以後は，課長級の政策会議と

最晶経党会議にかけている。

(19) 海老名巾では企画課と謂整して，総合計四等

も含め，行政の地域のブロックは自治会単位を

核にする，という方向て話を進めているそうて

ある。

(20) 大和市の第 2次iit両では，庁内組織に社協も

入っている。これは図 4のなかて 1次計向より

も2次―i11剌が」に位置していることと幣合的て

ある。
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